
�金沢市告示第236号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条の２第１項の規定により､ 地縁による団体の認可をしたので､ 同条第

10項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成16年９月１日

金沢市長 山 出 保

１ 名称

川桜親交会

２ 規約に定める目的

この会は､ その区域の住民相互間の連絡､ 環境の整備､ 町会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に

資する地域的な共同活動を行うことを目的とする｡

３ 区域
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発行所 � � � � �

(題字 山出金沢市長)



４ 事務所

金沢市桜町４番７号

５ 代表者の氏名及び住所

雀松 捷二

金沢市桜町４番７号

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無

なし

７ 代理人の有無

なし

８ 規約に定めた解散の事由

総会員の４分の３以上の同意による総会の議決

９ 認可年月日

平成16年９月１日

予防接種法 (昭和23年法律第68号) 第３条第１項の規定による予防接種を行うので､ 予防接種法施行令 (昭和23年

政令第197号) 第４条第１項及び第５条の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成16年９月１日

金沢市長 山 出 保

１ 予防接種の種類､ 予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所

２ 予防接種を受けることが適当でない者

� 明らかな発熱を呈している者

� 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

� 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

� �から�までに掲げる者のほか､ 予防接種を行うことが不適当な状態にある者

別 表

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第21条第１項の規定により､ 都市計画を変更したいので､ 同条第２項におい

て準用する同法第17条第１項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 同法第21条第２項において準用する同法第17条第２項の規定により､ 当該都市計画の案について意見のある

金沢市の住民及び利害関係人は､ 縦覧期間満了の日までに金沢市に対して意見書を提出することができます｡

平成16年９月１日

金沢市長 山 出 保
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公 告

予防接種の種類 予防接種の対象者の範囲 予防接種を行う期間 予防接種を行う場所

三 種 混 合

(ジフテリア､ 破傷風及び

百日せき)

生後３月から生後90月に至るまで

の間にある者

平成16年９月１日から

平成17年３月31日まで

別表のとおり

二 種 混 合

(ジフテリア及び破傷風)

予防接種を行う

医 師 の 氏 名

予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所
実施する予防接種の種類

医 療 機 関 名 所 在 地

池 野 恒 久 池野内科クリニック 金沢市高柳町１の12番地１ 三種混合､ 二種混合



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例 (平成12年条例第11号) 第11条第１項の規定による

まちづくりに関する協定 (以下 ｢協定｣ という｡) を変更したので､ 同条第５項において準用する同条第４項の規定

により､ 次のとおり公告します｡

平成16年９月１日

金沢市長 山 出 保

１ 協定を締結した相手方

北安江地区住民等

２ 協定を変更した年月日

平成16年９月１日

３ 協定番号

９

４ 協定の名称

北安江地区まちづくり協定

５ 協定地区の区域

別図 (まちづくり協定区域図) のとおり

６ まちづくりに係るまちづくり計画の変更の内容
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都市計画の種類 都市計画を変更する土地の区域 縦覧場所 縦 覧 期 間 備 考

金沢都市計画

公 園
金沢市糸田新町地内

金 沢 市

都市整備部

都市計画課

平成16年９月１日から

同月15日まで

2・2・537号

糸田新町公園

変 更 し た 事 項 変 更 前 変 更 後

まちづくり計画の対象となる区域の面積 約13.8ha 約14.0ha
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�金沢市監査公表第28号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第４項の規定により実施した工事監査の結果に関する報告を次のとお

り決定したので､ 同条第９項の規定により当該報告を公表します｡

平成16年９月１日

金沢市監査委員 近 藤 義 昭

金沢市監査委員 中 島 秀 雄

金沢市監査委員 澤 飯 英 樹

金沢市監査委員 出 石 輝 夫

１ 監査対象

� 金沢駅東広場シティゲート建設工事

駅周辺整備課

� 金沢駅東広場昇降機設備工事 (エレベータ設置)

駅周辺整備課

２ 監査を執行した監査委員

近藤義昭､ 中島秀雄､ 澤飯英樹､ 出石輝夫､ 高村佳伸

以下､ 監査委員の退任及び就任は次のとおりである｡

・高村佳伸は平成16年３月24日に退任し､ 代わって同月25日に澤飯英樹が就任した｡

３ 監査の方法

工事の設計図書等関係書類を審査するとともに､ 施工状況を実地監査した｡

４ 監査の結果

� 設計に関する事項

設計及び設計内容については､ 適正と認められた｡

� 施工に関する事項

施工､ 施工管理及び検査については､ 適正に執行されていた｡

� 事務手続に関する事項

契約等の事務手続については､ 適正に執行されていた｡
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監 査 公 表

工事場所
請 負 業 者

(契約方法)
契 約 金 額

契 約

年 月 日

着 工

年 月 日

竣工 (契約)

年 月 日
監査期間 実査年月日

金沢駅北土

地区画整理

事業施行地

区内

治山社・近藤特

定建設工事共同

企業体

公募型指名

競 争 入 札( )

円

平成15年

６月27日

平成15年

６月27日

平成16年

５月27日

平成16年

６月30日( )

平成15年

８月５日

～

平成16年

８月23日

平成15年

９月26日

平成16年

４月15日

平成16年

８月９日

353,850,000

工事場所
請 負 業 者

(契約方法)
契 約 金 額

契 約

年 月 日

着 工

年 月 日

竣工 (契約)

年 月 日
監査期間 実査年月日

金沢駅北土

地区画整理

事業施行地

区内

フジテック(株)

北陸支店

公募型指名

競 争 入 札( )

円

平成15年

６月20日

平成15年

６月20日

平成16年

７月30日

平成16年

７月30日( )

平成15年

８月５日

～

平成16年

８月23日

平成15年

９月26日

平成16年

４月15日

平成16年

８月９日

140,700,000



�金沢市公営企業告示第14号

金沢市液化石油ガス供給条例 (昭和63年条例第５号) 第20条の３第１項の規定に基づき､ 調整単位料金を算定した

ので､ 同条第３項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成16年９月１日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

１ 金沢湖陽住宅団地供給地点群及び瑞樹団地供給地点群

� 平成16年１月１日から同年６月30日までの平均原料価格

１トン当たり 36,610円

� 原料価格変動額 5,300円

算式 36,610円 (１トン当たり平均原料価格) －31,260円 (１トン当たり基準平均原料価格) ＝5,300円 (100

円未満切捨て)

� １立方メートル当たり調整単位料金の額

算式 基準単位料金の額＋5,300円 (原料価格変動額) ／100円×0.204円

この結果､ 調整単位料金の額は､ 基準単位料金の額に10.81円を加算した額になります (小数点第３位以下切

捨て)｡

� 平成16年10月１日から平成17年３月31日までに検針する分に適用される料金表

(基本料金については､ 変動ありません｡)

２ 南森本供給地点群

� 平成16年１月１日から同年６月30日までの平均原料価格

１トン当たり 33,470円 (条例第20条の３第２項第１号に規定する算式により算定した金額は､ 36,610円とな

るが､ 同号イに規定する33,470円以上の金額となるため､ 同号の規定により33,470円とする｡)

� 原料価格変動額 12,500円

算式 33,470円 (１トン当たり平均原料価格) －20,920円 (１トン当たり基準平均原料価格) ＝12,500円 (100

円未満切捨て)

� １立方メートル当たり調整単位料金の額

算式 基準単位料金の額＋12,500円 (原料価格変動額) ／100円×0.204円

この結果､ 調整単位料金の額は､ 基準単位料金の額に25.50円を加算した額になります (小数点第３位以下切

捨て)｡

� 平成16年10月１日から平成17年３月31日までに検針する分に適用される料金表

(基本料金については､ 変動ありません｡)

３ 大浦・東蚊爪供給地点群
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公 営 企 業 告 示

基本料金

(１箇月につき)

調整単位料金

(１立方メートルにつき)

Ａ表

(１箇月の使用量が８立方メートルまでの場合)
660円 343円41銭

Ｂ表

(１箇月の使用量が８立方メートルを超える場合)
732円80銭 334円31銭

基本料金

(１箇月につき)

調整単位料金

(１立方メートルにつき)

Ａ表

(１箇月の使用量が８立方メートルまでの場合)
660円 338円57銭

Ｂ表

(１箇月の使用量が８立方メートルを超える場合)
732円80銭 329円47銭



� 平成16年１月１日から同年６月30日までの平均原料価格

１トン当たり 36,610円

� 原料価格変動額 5,200円

算式 36,610円 (１トン当たり平均原料価格) －31,350円 (１トン当たり基準平均原料価格) ＝5,200円 (100

円未満切捨て)

� １立方メートル当たり調整単位料金の額

算式 基準単位料金の額＋5,200円 (原料価格変動額) ／100円×0.204円

この結果､ 調整単位料金の額は､ 基準単位料金の額に10.60円を加算した額になります (小数点第３位以下切

捨て)｡

� 平成16年10月１日から平成17年３月31日までに検針する分に適用される料金表

(基本料金については､ 変動ありません｡)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市公営企業告示第15号

金沢市特定ガス供給条例 (平成14年条例第58号) 第23条第１項の規定に基づき､ 調整単位料金を算定したので､ 同

条第３項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成16年９月１日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

１ 平成16年１月１日から同年６月30日までの平均原料価格

１トン当たり 36,610円

２ 原料価格変動額 5,300円

算式 36,610円 (１トン当たり平均原料価格) －31,260円 (１トン当たり基準平均原料価格) ＝5,300円 (100円

未満切捨て)

３ １立方メートル当たり調整単位料金の額

算式 基準単位料金の額＋5,300円 (原料価格変動額) ／100円×0.204円

この結果､ 調整単位料金の額は､ 基準単位料金の額に10.81円を加算した額になります (小数点第３位以下切捨

て)｡

４ 平成16年10月１日から平成17年３月31日までに検針する分に適用される料金表

(基本料金については､ 変動ありません｡)

平成16年(2004年)９月１日 第 2458 号 金 沢 市 公 報

― 7―

基本料金

(１箇月につき)

調整単位料金

(１立方メートルにつき)

Ａ表

(１箇月の使用量が８立方メートルまでの場合)
660円 400円52銭

Ｂ表

(１箇月の使用量が８立方メートルを超える場合)
732円80銭 391円42銭

基本料金

(１箇月につき)

調整単位料金

(１立方メートルにつき)

Ａ表

(１箇月の使用量が８立方メートルまでの場合)
660円 343円41銭

Ｂ表

(１箇月の使用量が８立方メートルを超える場合)
732円80銭 334円31銭
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